
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
坂
田
苑
で
は
、

利
用
希
望
者
本
人
や
そ
の
ご
家
族
と

直
接
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
施
設

へ
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
の
で
、
入
所
者
を
募
集
し
ま
す
。

申
し
込
み
、
利
用
料
金
な
ど
ご
不
明

な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
入
所
要
件

⑴
お
お
む
ね
65
歳
以
上

⑵
居
住
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
方

⑶
病
気
が
な
く
介
護
を
必
要
と
し
な

　
い
方

■
受
け
入
れ
開
始
日

令
和
６
年
12
月
１
日
㈰
か
ら

■
問
合
せ

山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合

養
護
老
人
ホ
ー
ム
坂
田
苑

☎
 ０
４
７
９-

８
２-

０
３
２
０

※
詳
細
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン

　
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
問
い

　
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム

坂
田
苑
入
所
者
募
集

　

町
で
は
、農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
に
規
定
さ
れ
る
利
用
権
の
設
定

に
基
づ
く
農
地
の
貸
借
を
行
っ
た
認

定
農
業
者
に
対
し
補
助
金
を
交
付
し

て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正
に
と

も
な
い
、
利
用
権
設
定
に
基
づ
く
貸

借
が
令
和
6
年
度
末
を
も
っ
て
廃
止

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
申
請

期
限
ま
で
に
利
用
権
の
設
定
に
基
づ

く
農
地
貸
借
の
申
請
を
行
っ
た
方
は
、

農
地
流
動
化
推
進
事
業
補
助
金
の
交

付
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
農
地
貸
借

に
つ
い
て
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
な
お
、
補
助
金
の
申
請
書
は

交
付
対
象
と
な
る
方
に
農
政
係
か
ら

１
月
頃
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

■
交
付
対
象
者

　
利
用
権
設
定
に
基
づ
く
存
続
期
間

3
年
以
上
の
農
地
の
貸
借
を
行
っ
た

芝
山
町
に
住
所
を
有
す
る
認
定
農
業

者
及
び
そ
の
貸
付
者
（
貸
付
者
は
存

続
期
間
6
年
以
上
が
対
象
）

■
交
付
要
件

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

・
当
該
年
度
の
転
作
（
生
産
調
整
）

　
を
達
成
し
て
い
る
こ
と

農
地
流
動
化
推
進
事
業
補
助
金

利
用
権
設
定
に
基
づ
く
貸
借
の
申
請
は
お
早
め
に

産
業
振
興
課
農
政
係
☎
77
‐
３
９
１
７

問

　
認
知
症
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
金

融
機
関
で
お
金
が
引
き
出
せ
な
い
、

保
険
が
満
期
を
迎
え
た
の
に
手
続
き

が
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　

成
年
後
見
制
度
は
、認
知
症
や
知

的
障
が
い
、精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
っ

て
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
に
つ
い

て
、本
人
や
配
偶
者
、親
族
な
ど
か
ら

の
申
し
立
て
に
基
づ
き
、家
庭
裁
判
所

が
、ご
本
人
の
権
利
を
守
る「
成
年
後

見
人
」な
ど
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、ご

本
人
を
法
律
的
に
擁
護
す
る
民
法
上

の
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、将
来
の
不
安
に
備
え

る
た
め
の「
任
意
後
見
制
度
」と
、既

に
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の
た

め
の「
法
定
後
見
制
度
」の
2
種
類
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

任
意
後
見
制
度
と
は

　

十
分
な
判
断
能
力
が
あ
る
う
ち
に
、

将
来
の
不
安
に
備
え
て
、任
意
後
見
人

（
ご
本
人
に
代
わ
り
手
続
き
し
て
く

れ
る
人
）を
自
ら
選
び
、代
わ
り
に
し

芝
山
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
令
和
6
年
11
月
1
日
よ
り
、
権

利
擁
護
支
援
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
核
機
関
と
し
て
、
成
年
後
見
制
度

に
つ
い
て
の
相
談
や
広
報
啓
発
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

認
知
症
や
障
が
い
の
あ
る
方
の
権
利
を
守
る

成
年
後
見
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

て
も
ら
い
た
い
事
を
契
約（
任
意
後
見

契
約
）で
決
め
て
お
く
制
度
で
す
。任

意
後
見
契
約
は
公
正
証
書
で
行
い
ま

す
。

　

認
知
症
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が

低
下
し
た
時
に
、家
庭
裁
判
所
で
任

意
後
見
監
督
人
を
選
任
す
る
こ
と
で
、

任
意
後
見
人
と
し
て
の
業
務
が
始
ま

り
ま
す
。

法
定
後
見
制
度
と
は

　
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
に
つ
い

て
、家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と

に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
適
任
と
思
わ

れ
る
成
年
後
見
人
な
ど
を
選
任
し
ま

す
。ご
本
人
の
判
断
能
力
に
応
じ「
後

見・保
佐・補
助
」の
3
類
型
に
わ
か
れ

ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
を
行
う
人
を

「
成
年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
」

と
呼
び
ま
す
。

　
「
成
年
後
見
人
」な
ど
が
支
援
す
る

内
容
と
し
て
は
財
産
管
理（
不
動
産

や
金
銭
管
理
、相
続
手
続
き
な
ど
）と

身
上
監
護（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
入
院
時

の
契
約
や
支
払
い
な
ど
）で
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
77
‐
３
９
２
５

問

※「
成
年
後
見
人
」な
ど
は
、食
事
や

掃
除
な
ど
の
家
事
や
日
用
品
の
買
い

物
、介
護
な
ど
の
直
接
的
な
支
援
は

行
い
ま
せ
ん
。

・
同
一
の
世
帯
員
の
間
で
の
農
地
貸

　
借
で
な
い
こ
と

・
法
人
の
構
成
員
と
同
法
人
と
の
間

　
の
農
地
貸
借
で
な
い
こ
と

・
機
構
集
積
協
力
金
の
交
付
を
受
け

　
て
い
な
い
こ
と（
借
り
手
は
除
く
）

■
利
用
権
設
定
に
基
づ
く
貸
借
の
申

請
期
限

　
令
和
7
年
2
月
17
日
㈪

■
利
用
権
設
定
に
基
づ
く
貸
借
の
申

請
先　
農
政
係

貸付者 借受者

新
規
設
定

3 年以上 6年未満 - 2,000

6 年以上 10年未満 5,000 5,000

10 年以上 8,000 8,000

再
設
定

3 年以上 6年未満 - -

6 年以上 10年未満 3,000 3,000

10 年以上 6,000 6,000

■補助金額（円／10a）

　
成
年
後
見
制
度
って
ど
ん
な
制
度
？

手
続
き
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
な

ど
の
、お
困
り
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。高
齢
の
方
も
障
害
の
あ
る

方
に
つ
い
て
も
、成
年
後
見
制
度
な
ど

の
相
談
を
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

で
対
応
し
て
い
ま
す
。来
所
が
難
し
い

時
に
は
、訪
問
も
可
能
で
す
。※
福
祉

課
窓
口
に
て
相
談
さ
れ
る
際
は
、事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

後　見 保　佐 補　助

対
象
と
な
る
方

判断能力がほ
とんどない方
で、日常の買
い物も自分で
はできない程
度の状態の方

判断能力が著
しく不十分な
方のうち、日
常の買い物な
どは一人でで
きるが、不動
産売買など重
要な取引行為
は難しい方

判断能力が不
十分な方のう
ち、重要な取
引行為はでき
るが、一人で
行うには不安
のある方

■
実
施
期
間

12
月
15
日
㈰
ま
で

■
内
容

　

芝
山
あ
い
あ
い
タ
ク
シ
ー
の
利
用

運
賃
等
の
見
直
し（
案
）

■
実
施
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
閲
覧

※
見
直
し（
案
）等
の
詳
細
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
持
続
可
能
で
よ
り
効
果
的
な
運
行
を
目
指
し
芝
山
あ
い
あ
い

タ
ク
シ
ー
の
利
用
運
賃
等
を
見
直
し
ま
す
。
そ
の
見
直
し（
案
）に
関
し
て
、

町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

芝
山
あ
い
あ
い
タ
ク
シ
ー
利
用
運
賃
等
の
見
直
し（
案
）に
つ
い
て

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す

は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
閲
覧
が
対
応

不
可
の
方
は
、空
港
地
域
振
興
係
の

窓
口
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。直
接
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①（
千
代
田
地
区
対
象
）

■
開
催
日

12
月
20
日
㈮

■
時
間　
午
後
６
時
30
分
〜

■
会
場

福
祉
セ
ン
タ
ー「
や
す
ら
ぎ
の
里
」

②（
二
川
地
区
対
象
）

■
開
催
日

12
月
21
日
㈯

■
時
間　
午
前
10
時
〜

　
成
田
空
港
に
お
け
る
今
後
の
年
間
発
着
枠
に
つ
い
て
、
内
容
等
に
関
す

る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
が
参
加
可
能
で
す
の
で
、
次

の
日
程
を
ご
確
認
い
た
だ
き
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

成
田
空
港
の
年
間
発
着
枠
に
つ
い
て

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

■
会
場　
芝
山
町
役
場
南
庁
舎
１
階

③（
全
地
区
対
象
）

■
開
催
日

12
月
21
日
㈯

■
時
間　
午
後
１
時
30
分
〜

■
会
場　
芝
山
町
役
場
南
庁
舎
１
階

※
全
日
程
同
じ
内
容
と
な
り
ま
す
。

　
ご
都
合
の
よ
い
日
程
で
お
越
し
く

　
だ
さ
い
。

企
画
空
港
政
策
課
空
港
地
域
振
興
係
☎
77
‐
３
９
０
６

問
企
画
空
港
政
策
課
空
港
地
域
振
興
係
☎
77
‐
３
９
０
６

問
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